
○居住誘導区域の設定について 資料編 

■急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、及び土砂災害危険箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区計画により住宅の建築が制限されている区域、及び流通業務地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 

地区計画の地区 範囲 

藤の里二丁目地区 ① 全域 

彩都地区 西部地区 ② 国際文化施設地区１ 

③ 施設導入地区２ 

中部地区 ④ 国際文化施設地区１ 

⑤ 国際文化施設地区２ 

東部中央東地区 ⑥ 施設導入地区 1 

⑦ 施設導入地区２ 

東部山麓線周辺地区 ⑧ 施設導入地区 1 

⑨ 施設導入地区２ 

島地区 ⑩ いきいきゾーン 

立命館大学岩倉町地区 ⑪ 全域 

太田東芝町地区 東地区 ⑫ 施設導入エリア 

⑬ 都市機能誘導エリア 

⑭ 文教エリア 

西地区 ⑮ 商業エリア 

⑮施設導入エリア 

 



■工業地域の一部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■彩都東部地区 

 

彩都東部地区 

市街化調整区域 



■市街化区域縁辺部などで住宅地として利用していない一団の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


